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１．し尿処理事務に係る事務委託に関する取組の経過 

（平成２７年度以降）              

○平成２７年１１月１０日 

高槻市長に対する申入れ 

 「高槻市と島本町におけるし尿処理の事務委託の再協議について（依頼）」 

○平成２７年１１月１９日 

高槻市長から申入れについての回答 

 「高槻市と島本町におけるし尿処理の事務委託の再協議について（回答）」 

○平成２７年１１月２６日 

 高槻市・島本町広域行政勉強会 開催 

 【概要】①今後の進め方について 

○平成２７年１２月２２日 

 高槻市・島本町広域行政勉強会事業連携ワーキング 開催 

 【概要】①リーダー・サブリーダーの選出について 

     ②高槻市・島本町のし尿処理施設の状況・課題について 

○平成２８年１月１５日 

 高槻市・島本町広域行政勉強会事業連携ワーキング 開催 

 【概要】①事務委託のシミュレーション作成に向けての検討について 
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２．事業連携ワーキングでの検討内容について                 

（１）両市町の現施設の概要 

 
高槻市 島本町 

施設名称 高槻クリーンセンター分室 島本町衛生化学処理場 

所在地 高槻市唐崎西一丁目 17番 1号 高槻市東上牧三丁目 6番 7号 

処理開始 昭和 36年（平成 16年度から希釈放流方式） 昭和 40年 

現処理能力 
84 kℓ／日 

日平均処理量：35.5kℓ/日（H26年度） 

34 kℓ／日 

日平均処理量：6.8kℓ/日（H26年度） 

収集車受入台数 21.4台/日（H26年度） 5.5台/日（H26年度） 

敷地面積 敷地面積：約 11,300㎡ 敷地面積：4,181㎡ 

課題等 

し尿等処理量の減少に伴う、施設運営

効率の低下。施設の老朽化に伴う維持

管理費の増加。施設更新の検討。 

地元自治会からの早期撤去要望への対

応。現施設の老朽化に伴う維持管理費

の増加。公共下水道の普及に伴う平均

処理量の減少。 
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＜高槻クリーンセンター分室 位置図＞  

高槻クリーンセンター分室 高槻クリーンセンター分室 

高槻クリーンセンター分室 ◎ 

◎ 
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＜島本町衛生化学処理場 位置図＞ 

  

◎ 

◎ 

島本町衛生化学処理場 島本町衛生化学処理場 

島本町衛生化学処理場 島本町衛生化学処理場 
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（２）両市町のし尿処理量の推移と将来推計 

 

 

年度 

高槻市 島本町 

生し尿 浄化槽汚泥 

計 

(kℓ) 

平成

26年

度比 

生し尿 浄化槽汚泥 

計 

(kℓ) 

平成

26年

度比 

受入量 

(kℓ) 

平成

26年

度比 

受入量 

(kℓ) 

平成

26年

度比 

受入量 

(kℓ) 

平成

26年

度比 

受入量 

(kℓ) 

平成

26年

度比 

平成 22年度 10,873 － 6,391 － 17,264 － 983 － 1,499 － 2,482 － 

平成 23年度 10,131 － 5,845 － 15,976 － 928 － 1,622 － 2,550 － 

平成 24年度 9,388 － 5,218 － 14,606 － 910 － 1,524 － 2,434 － 

平成 25年度 8,468 － 5,264 － 13,732 － 865 － 1,592 － 2,457 － 

平成 26年度 7,771 1 5,167 1 12,938 1 772 1 1,724 1 2,496 1 

平成 27年度 7,257 0.93 4,614 0.89 11,871 0.92 780 1.01 1,503 0.87 2,283 0.91 

平成 28年度 6,678 0.86 4,298 0.83 10,976 0.85 731 0.95 1,451 0.84 2,182 0.87 

平成 29年度 6,146 0.79 3,995 0.77 10,141 0.78 684 0.89 1,396 0.81 2,080 0.83 

平成 30年度 5,656 0.73 3,704 0.72 9,360 0.72 638 0.83 1,337 0.78 1,975 0.79 

平成 31年度 5,205 0.67 3,422 0.66 8,627 0.67 594 0.77 1,277 0.74 1,871 0.75 

平成 32年度 4,790 0.62 3,150 0.61 7,940 0.61 552 0.72 1,212 0.70 1,764 0.71 

平成 33年度 4,408 0.57 2,887 0.56 7,295 0.56 510 0.66 1,041 0.60 1,551 0.62 

平成 34年度 4,056 0.52 2,631 0.51 6,687 0.52 470 0.61 860 0.50 1,330 0.53 

平成 35年度 3,733 0.48 2,382 0.46 6,115 0.47 431 0.56 678 0.39 1,109 0.44 

H26 年度までは実績。H27 年度以降は推計。 
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３．今後の予定等について                 

○平成２７年１２月～平成２８年４月頃 

高槻市・島本町広域行政勉強会事業連携ワーキング 

（事務委託を行った場合の費用、課題・効果等の検証） 

○平成２８年４月頃 

高槻市・島本町広域行政勉強会で報告書の取りまとめ 

○報告書取りまとめ後早期 

報告書の取りまとめについて、町議会に対して報告 

 

（参考） 

 

  

市町村が当事者にな
る場合は都道府県知
事

都道府県が当事者に
なる場合は総務大臣

関係団体の事実上の協議Ａ地方公共団体

Ａ・Ｂ地方公共団体の長の協議

長が議案を議会に提出 長が議案を議会に提出

議会の議決 議会の議決

地方自治法に基づく事務委託の流れ

告　　示 告　　示

委託の届出

Ｂ地方公共団体
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４．勉強会・ワーキンググループ要綱     

 

高槻市・島本町広域行政勉強会設置要綱 

                       

 （設置） 

第１条 高槻市及び島本町は、広域行政の連携のあり方等について、合併の議論も含め調

査・研究するため、高槻市・島本町広域行政勉強会（以下「勉強会」という。）を設置

する。 

 （所掌事務） 

第２条 勉強会の所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 広域行政の連携のあり方等についての調査・検討に関すること。 

⑵ 広域連携等に関する高槻市・島本町相互の連絡及び調整に関すること。 

⑶ その他広域連携等に関すること。 

 （組織） 

第３条 勉強会は、別表に掲げる者（以下「委員」という。）をもって組織する。 

２ 勉強会に座長及び副座長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

３ 座長は、勉強会を代表し、会務を総理する。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。 

５ 座長は、必要と認めるときは、ワーキンググループを設置し、これを招集することが

できる。この場合、必要に応じてワーキンググループの議事内容を勉強会に報告するも

のとする。 

６ ワーキンググループの構成員は、座長が勉強会に諮り、選任する。 

 （勉強会） 

第４条 勉強会は、座長が必要に応じて招集する。 

２ 座長は、適当と認める関係機関、関係者及び専門家に対して、勉強会への出席を求め、

その説明又は意見を求めることができる。 

 （庶務） 

第５条 勉強会の庶務は、高槻市総合戦略部政策経営室及び島本町総合政策部政策企画課

において処理する。 

 （補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、勉強会の運営に関し必要な事項は、座長が勉強会

に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成１３年９月３日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年２月５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年１１月１４日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年４月１６日から施行する。 

  附 則 
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この要綱は、平成２５年７月１６日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年９月２日から施行する。 

 

別表 

高槻市 総合戦略部長 

総合戦略部政策経営室長 

総合戦略部参事 

島本町 総合政策部長 

総合政策部次長 

総務部長 

総務部次長 

 

  



12 

高槻市・島本町広域行政勉強会ワーキンググループ要綱 

                            

（設置） 

第１条 高槻市・島本町広域行政勉強会設置要綱第３条第５項の規定に基づき、以下のワ

ーキンググループを設置する。 

⑴ 行財政調査・検討ワーキンググループ 

⑵ 事業連携ワーキンググループ 

（所掌事務） 

第２条 各ワーキンググループの所掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 「行財政調査・検討ワーキンググループ」は、両市町の行財政の現状分析、行財政

状況の将来予測、合併を含め広域連携等を行った場合の行財政への影響について、外

部の専門家も交えて、調査・検討等を行う。 

⑵ 「事業連携ワーキンググループ」は、両市町が共同で実施することにより、相乗効

果が見込まれる事業について、調査・検討等を行う。 

（組織） 

第３条 各ワーキンググループは、高槻市・島本町広域行政勉強会（以下「勉強会」とい

う。）の座長（以下「座長」という。）が選任する別表に掲げる所属のうち所属長が指名

する者(以下「メンバー」という。)をもって組織する。 

２ 各ワーキンググループに、座長が選任するリーダー及びサブリーダーを置く。 

３ 各リーダーは、各ワーキンググループを代表し、会務を総理する。 

４ 各サブリーダーは、各リーダーを補佐し、各リーダーに事故あるときは、その職務を

代理する。 

５ 各リーダーは、座長の要請があった場合は、各ワーキンググループの議事内容を勉強

会に報告するものとする。 

（手続） 

第４条 ワーキンググループは、各リーダーが必要に応じて招集する。 

２ 各リーダーは、両市町の職員並びに適当と認める関係機関、関係者及び専門家に対し

て、ワーキンググループへの出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。 

３ 座長は、必要に応じてワーキンググループを招集し、その意見･報告等を聞くことが

できる。 

（庶務） 

第５条 各ワーキンググループの庶務は、高槻市総合戦略部政策経営室及び島本町総合政

策部政策企画課において処理する。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、

座長が勉強会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成２２年３月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年２月３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１６日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年９月２日から施行する。 

 

 

 

別表 

１ 行財政調査・検討ワーキンググループ 

高槻市 総合戦略部政策経営室 

総合戦略部財政課 

島本町 総合政策部政策企画課 

総務部財政課 

 

２ 事業連携ワーキンググループ 

高槻市 総合戦略部政策経営室 

総合戦略部財政課 

島本町 総合政策部政策企画課 

総務部財政課 

 


